
 

○ 山梨大学医学部附属病院長候補者選考委員会要項 
 

制定 平成３０年 ９月２５日 

改正 令和 ２年 ２月１２日 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、山梨大学医学部附属病院長選考細則（以下「細則」という。）第４条第

４項の規定に基づき、山梨大学医学部附属病院長候補者選考委員会（以下「選考委員会」

という。）に関し必要な事項を定める。 

 

（審議事項） 

第２条 選考委員会は、細則第４条第３項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 病院長選考基準案の策定に関する事項 

(2) 病院長候補者の選考に関する事項 

(3) 病院長の解任に関する事項 

(4) その他病院長候補者の選考に関する事項 

 

（構成） 

第３条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事１人 

(2) 医学域長 

(3) 医学部医学科長 

(4) 学長が指名する医学部附属病院副病院長 1人 

(5) 医学部附属病院看護部長 

(6) 学長が委嘱する学外の有識者 ２人 

(7) 学長が指名する医学部臨床系教授若干名 

２ 前項第１号、第４号、第６号及び第７号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。た

だし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 第１項第６号の委員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 過去 10 年以内に山梨大学（以下「本学」という。）と雇用関係が無いこと。 

(2) 過去３年間において、年間 50万円を超える寄付金又は契約金等を本学から受領して

いないこと。 

(3) 過去３年間において、年間 50 万円を超える寄付を本学に対して行っていないこと。 

 

（候補適任者の除外） 

第４条 選考の過程において、選考委員会の委員が、病院長候補者となるべき候補適任者（以

下「候補適任者」という。）になったときは、当該委員を辞するものとする。 

２ 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、補充することができる。 

 

（委員長等） 

第５条 選考委員会に委員長を置き、第３条第１項第１号の者をもって充てる。 

２ 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 選考委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、開催することができない。 

２ 選考委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

 

（委員以外の者の出席） 



 

第７条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を選考委員会に出席させ、その意見を

聴くことができる。ただし、議決には加わることができない。 

 

（候補適任者の推薦） 

第８条 選考委員会は、医学域運営会議に対し、２人以上の候補適任者に順位を付し推薦を

求める。 

２ 医学域運営会議は、構成員に対し候補適任者の推薦を求める。 

３ 候補適任者を推薦しようとする者は、本人の同意を得て、医学域運営会議が定める期日

までに、推薦書（別紙様式１）、調書（別紙様式２）、経歴書（別紙様式３）及び所信調書

（別紙様式４）を提出するものとする。 

４ 医学域運営会議は、構成員から推薦のあった候補適任者について、意向投票を実施し順

位付して選考委員会に報告する。 

５ 選考委員会は、前項の規定により推薦のあった者のほか、学外からの候補適任者の推薦

を行うことができる。 

６ 選考委員会が、学外からの候補適任者の推薦を行う場合は、本人の同意を得て、第３項

で規定する所定の様式を用い行うものとする。 

７ 第１項の規定により複数の候補適任者が得られない場合には、複数の者が推薦されるま

で繰り返し推薦を行うものとする。 

 

（候補者の選考） 

第９条 選考委員会は、推薦のあった候補適任者について、前条第４項及び第５項の規定に

より提出された書類により、細則第３条第２項に規定する選考基準に照らし、審査を行う

とともに所信等を確認し面接を行い、複数の候補者を選考する。 

２ 選考委員会は、候補者の選考を終了した場合には、氏名、選考理由及び選考過程を学長

に報告し推薦する。 

 

（事務） 

第 10 条 選考委員会の事務は、関係各課の協力を得て、医学域事務部総務課において処理す

る。 

 

（その他） 

第 11 条 この要項に定めるもののほか、選考委員会に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

附 則 

１ この要項は、平成３０年 ９月２５日から施行する。 

 ２ 山梨大学医学部附属病院長候補者選考実施内規（平成２８年１２月１４日制定）は廃

止する。 

 

附 則 

この要項は、令和 ２年 ２月１２日から施行する。 

 



 

【別紙様式１】（第８条関係） 

年  月  日 
 

山梨大学医学部附属病院長候補適任者推薦書  
 
山梨大学医学部附属病院長候補者選考委員会委員長 殿 
 
                  （所   属）                 

                 （推薦者氏名）                 

 下記の者を病院長候補者として推薦いたします。 
 

病院長候補適任者の氏名 
 ふ り が な 

 

所 属・職 名  

【推薦理由(800 字程度)】 
 

※ 推薦は本人の同意を得て行うこと 
病院長選考基準を踏まえ作成すること 



 

【別紙様式２】（第８条関係） 

山梨大学医学部附属病院長候補適任者調書  

 
（ふりがな） 

氏   名  
生 年 月 日 （年齢） 性  別 

 ○印    年  月  日(  歳) 男 ・ 女 

現 住 所 
〒                           (TEL    -    -     )  

 

年 月 日 学    歴（高等学校卒業から記入のこと） 

        

        

        

        

        

        
   

  
 

年 月 日 職     歴  

        

        

        

        

        

        

    

    

    

         

年 月 日 免 許・資 格 等 

       医籍登録(第    号)  

    

  

 

  

        

 



 

【別紙様式３】（第８条関係） 

山梨大学医学部附属病院長候補適任者経歴書  
 

(ふりがな) 

氏   名 
                          ○印  

【医療安全についての経験】 

 

 

 

 

 

 

【病院の管理運営についての経験】 

 

 

 

 

 

 

【教育・研究・診療についての業績】 

 

 

 

 

 

 

【地域の中核的医療及び高度医療に関しての業績】 

 

 

 

 

 

 

【その他特記すべき事項】 

 

 

 

 



 

【別紙様式４】（第８条関係） 

山梨大学医学部附属病院長候補適任者所信調書  
 

(ふりがな) 

氏   名 
                          ○印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文字数は 2,000 字程度とする 

病院長選考基準を踏まえ作成する 


